
船橋市教育委員会　文化課　事業計画書

事業名：

令和 ４年 ６月 24日

企画者職氏名 主事

日　　　　　　時

会　　　　　　場

対　　　　　　象 指定なし（地域の歴史を学ぶ小学３・４年生がメインの対象）

参加(申込)方法 当日自由参加

費　　　　　　用 無料（施設を訪問する際に入館料、駐車料金などが発生する場合は参加者負担）

参 加 職 員 名 各施設の職員

広　報　活　動

適用

　1．概要 ・後述の経緯、「第２次船橋市文化振興基本方針」の記載内容などを踏まえ、主に市民の

　方々に市内の施設（博物館など）に足を運んでもらい、地域の歴史に興味関心を抱いて

　もらえるような事業を実施する。

・感染症対策を踏まえ、フォトラリー形式で複数の施設を廻ってもらい、一定の条件を満たした

　方には、特典をプレゼントする。

　２．目的 ・子どもたちに、夏休みに船橋の自然、歴史、文化を展示する施設を巡るきっかけを提供し、

　地域の歴史により詳しく興味関心を持ってもらうことを目的とする。

・新型コロナウイルス感染症の影響で過去２回（令和２・３年度）が中止となったが、各施設の

　ご協力をいただきながら、令和４年度に第１回を開催したい。

　３．経緯 ＜平成３０年度　子ども未来会議室＞

・前原中の生徒より「伝統文化をPRします！」として、「寺子屋学習室」、「子供に対して船橋の

　歴史や民話の読み聞かせ」、「寺社仏閣スタンプラリーの実施」などの提案が挙がる。

・文化課として、「寺社仏閣スタンプラリーの実施」については、寺社の都合も含め、実施の

＜平成３０年度　まちづくり懇談会＞

・坪井小学校ＰＴＡ副会長の方より、「“船橋キッズアンバサダー”として、船橋で生まれ育った

　ことに誇りを持てることは自分自身に誇りを持つことにつながり、自分のことが好きになり、

　周りの人も大切にすることにもつながる事業」の提案があった。

・「船橋市の神社仏閣の行事への参加を通して、地域のこと、日本の伝統を知る」「船橋市の

　遺跡（約２６か所）をスタンプラリーなどのイベントを通して、古の人々の暮らしを知る」などの

　具体的な提案があがる。

・文化課としては、平成３１年度の夏休み期間を中心に、博物館・遺跡・伝統芸能・寺社の

　見学会を行い、一定数以上参加したこどもを「（仮）ふなばしこども歴史アンバサダー）」に

　認定する事業として行いことを検討すると回答。

ふなばし歴史・文化フォトラリー

林　　慶介　　　　

令和４年８月１日（月）～８月３１日（水）

郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館、吉澤野球博物館資料展示室、
ふなばし三番瀬環境学習館、船橋市役所 文化課

【掲載】広報ふなばし（令和４年８月１日号）、船橋市ホームページ
【チラシ・ポスター掲示】郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館、吉澤野球博物館資料展示室、
ふなばし三番瀬環境学習館、ふなばしアンデルセン公園子ども美術館、
船橋市役所　文化課、市民文化ホール、市民ギャラリー、市民文化創造館（きららホール）、
西図書館、中央図書館、東図書館、北図書館、船橋市児童ホーム（全２１館）

　可能性を考えていくと回答。



＜令和２年度の実施に向けて＞

・令和元年度第２回船橋市文化振興推進協議会会議（１０月）で検討を進める。

・「オリジナル賞状」を特典の候補として、事業計画を立案していたが、新型コロナウイルス

　感染症の影響で中止となった。

　４．対象 ・地域の歴史を学ぶ小学３・４年生をメインの対象とするが、年齢や学年によって参加を制限

　することはしない。大人が参加することも可能とし、自力で各施設へ訪れることができる方を

　対象とする。

・『令和４年度 わたしたちの船橋（小学３年生）』１８-１９頁には、「市内にある公共施設」という

　紹介ページがある。

　５．会場 ・今年度実施する会場は、以下のとおりである。

特典
交換

1 〇

2 〇

3

4

5 〇

・各施設の「住所」「連絡先の電話番号」「開館時間」「8月の休館日」は、広報のチラシ、

　ポスターに掲載されているが、訪問する際に入館料や駐車料金が発生する場合がある。

 * 飛ノ台史跡公園博物館　…　一般110円　児童生徒50円（市内在住 小中学生 無料）

 * 吉澤野球博物館資料展示室（船橋市総合体育館内）　…　駐車料金

 * ふなばし三番瀬環境学習館　…

  【有料スペース利用料】 一般 400円　高校生 200円  小中学生 100円

                                （市内在住・在勤 小中学生・未就学児 無料）

 * 船橋市役所 文化課　…　文化課窓口など利用した各課窓口に駐車券を提示して検印を

　受け、１回の総合受付にて検印済の駐車券を提示し割引処理を受ければ、超過料金を

　除いて割引が適用される。

　６．実施方法 ① 対象となる「歴史・文化財の展示施設」に訪れる（会場は全部で４館）。

　・各施設の展示を見る。

② それぞれの会場の指示されている場所（フォトスポット）にて、対象物と自分が

　一緒に写っている写真を撮る。

　（例）　「郷土資料館」であれば、外に展示されている「蒸気機関車 D51

　  　　 125号機」と一緒に参加者本人が写る写真を撮る。

　※ スマートフォン、携帯電話、デジタルカメラ、使い捨てカメラなど何でも可

　※ 本人、父母、祖父母、親戚など保護者のものでも可

③ 対象となる「歴史・文化財の展示施設」のうち、２か所以上で撮った写真を

　〔特典交換会場（郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館、船橋市役所文化課）〕

　の職員に見せると、先着３００名限定（各会場１００名）で特典がもらえる。

④ 特典のクリアファイルを渡す際に、「参加者アンケート」の記入をお願いする。

⑤ 過去の受取状況を確認し、重複して渡していないか確認して、特典を渡す。

⑥ 今後の参考として、「参加者アンケート」をExcelに入力する。

参加者：

無料　*

*

無料　*

8/15（月）

なし

土日

利用料 ８月の休館日

無料 毎週月曜日・8/12（金）

* 毎週月曜日・8/12（金）

場所

郷土資料館
（薬円台）

飛ノ台史跡公園博物館
（海神）

吉澤野球博物館資料展示室
（習志野台）

ふなばし三番瀬環境学習館
（潮見町）

職員：

船橋市役所　文化課
（湊町）



　７．特典 ・クリアファイル（１人１枚）

　〇 サ イ ズ：A4　　　　　

　〇 部　　数：300枚

　〇 デザイン：文化課で考案　

　〇 業　　者：株式会社総合印刷新報社（担当：小平様）

　８．注意点 ・「フォトラリー」という形式で行う事業であるが、使用するカメラについては、小中学生が

　持っているスマートフォンや携帯電話だけに限らず、家庭のデジタルカメラ、使い捨てカメラ

　などの使用も可能となっており、父母、祖父母、親戚など保護者が持つ物でも可能とする。

・特典の「特製クリアファイル」は、計300枚限定となっており、各3つの会場（①郷土資料館、

　②飛ノ台史跡公園博物館、③船橋市役所文化課）それぞれ100枚限定の先着順での

　配布となる。

・特典を受け取る際には、「フォトラリー」という実施の性格上、一度撮影してしまえば流用して

　他会場でも特典を受け取ることができてしまうため、今年度の参加者の状況を次年度以降

　にも活用することも目的として、「参加者アンケート」を記入してもらう。

〇「参加者アンケート」の項目

１．名前を教えてください。

２．年齢を教えてください。

３．住んでいる地域を教えてください。

① 船橋市内（地区：　　　　　　）　 ② 船橋市外

４．博物館に行ったのは何回目ですか？

① 今回が初めて　　　　　　　　　　 ② ２回目　　　　 ③ ３回目以上

５．今回のフォトラリーの満足度を教えてください。

① とても楽しかった　 ② まあまあ楽しかった

③ あんまり楽しくなかった　　　 ④ つまらなかった

６．何か意見があればお願いします。

・「参加者アンケート」については、専用のExcelファイルに随時入力し、特典を配布する3館

　で情報を共有できるようにし、今後に向けた統計資料として役立てる。

　９．感染症 ・参加職員は、飛沫感染防止のためにマスクの着用を徹底し、休憩中においてもマスクを

　　 　対策 　外しての会話等はしないようにし、飲食を伴う場合についても会話はしない。

・参加職員は、個人の予防策として、手洗い、手指の消毒を徹底し、咳エチケットを遵守

　したうえで、マスクを着用して事業に参加する。

・事業実施時には、最新の「新型コロナウイルス感染症対策の感染拡大予防ガイドライン」に

　則り、各要項をすべて満たす状態で実施する。


